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１．調査の概要 

（１）調査の目的 

平成 17 年 6 月に「食育基本法」が制定されたことを契機として、健全な食生活を実践するこ

とができる人間を育てることを目的とする「食育」の推進が全国的な運動として展開されている。 

生駒市においては、平成 19 年度に「生駒市食育推進計画」（計画期間：平成 20 年度～平成

24 年度）が策定され、本年度はその改訂作業が行われていることから、改めて食育のあり方に

ついて検討する契機にあると考える。 

ここで、「食育基本法」を見ると、第 20 条において、学校における食育の推進が位置づけら

れており、子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られるよう、食育に関する指

導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、様々な体験活動を

通じた子どもの食に関する理解の促進などを進めることが規定されている。 

特に、学校において食育を推進する際に、その中心となるのは学校給食である。「学校給食法」

（昭和 29 年 6 月制定）においては、適切な栄養の摂取により健康を保持増進することのみなら

ず、日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力

を培い、及び望ましい食習慣を養うことなど、食育を推進することが学校給食の目標とされてい

る。 

また、「学校給食法」においては、学校給食の目標として、食生活を支える諸活動、地域の食

文化、食料の生産・流通・消費についての理解を深めることも規定されており、また、「食育基

本法」第 23 条においては、生産者と消費者との交流の促進として、学校給食における地産地消

を促進することが位置づけられている。このように、学校給食における地産地消は食育の一環と

して重要な柱となっている。 

以上のことから、環境文教委員会では、生駒市の学校給食に着目し、生駒市における学校給食

を中心とした食育の推進、学校給食における地産地消の推進といった観点から、その現状把握、

課題及び推進方策を検討、提案することを目的として調査を実施した。 

 

（２）調査の経過 

本調査の経過は下表の通りである。 

 

日 程 調 査 内 容 

平成 24 年 6 月 19 日 環境文教委員会において調査テーマ、調査方針を決定 

平成 24 年 7 月 11 日 生駒市立学校給食センターに視察調査 

平成 24 年 10 月 15 日 香川県高松市に視察調査 

平成 24 年 10 月 16 日 愛媛県今治市に視察調査 

平成 25 年 1 月 17 日 奈良県・奈良県給食会にヒアリング調査 

平成 25 年 2 月 12 日 調査結果とりまとめに関する協議 

平成 25 年 2 月 20 日 調査結果とりまとめに関する協議 

平成 25 年 2 月 28 日 調査結果とりまとめに関する協議 

平成 25 年 3 月 15 日 環境文教委員会において調査結果とりまとめ 
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２．生駒市における学校給食の現状 

（１）学校給食センター（給食サービス）の現状 

【給食センターの概要】 

・給食センターの事業目的は「児童生徒の心身の健全な発達を図り、食に関する正しい理解と適

切な判断力を養うため、学校給食と学校給食を活用した食に関する指導事項を定め、学校給食

の普及及び学校における食育の推進を図ること」である。 

・給食センターは、当初、13,000 食強を調理できる施設として整備された。 

現在は、約 11,000 食を調理している。２時間喫食を前提とした場合には 11,000 食プラス

アルファの調理が可能と考えられる。 

・現在のセンターは、建設されてから 30 年を経過している。耐用年数は、国の補助金の処分期

間としては 35 年であるが、他市では 40 年間使用している事例もある。 

・３人の栄養教諭・学校栄養職員は奈良県から配置してもらっている。 

■生駒市立給食センターの概要 

所在地 生駒市小明町 1787 番地 28 

敷地 5,793.99 ㎡（内 368.62 ㎡は借地） 

建物 構造 ：鉄筋コンクリート造（一部２階建） 

延面積：1,956.62 ㎡（１階1,554.54 ㎡、2 階402.08 ㎡） 

開設年月日 昭和 57 年 4 月 12 日（築 30 年） 

配食数 小学校： 12 校  7,600 食 

中学校：  8 校  3,400 食 

合計 ： 20 校 11,000 食 

職員等の構成 行政職員 ：4 名 

栄養教諭 ：2 名、学校栄養職員：1 名 

調理員  ：41 名（正規職員：16 名、再任用職員 2 名、非常勤

嘱託職員 4 名、臨時職員 19 名） 

配送員（委託）：14 名（配送車両台数 7 台） 

給食実施回数等 

（平成２３年度） 

センター年間稼働日数：187 日 

小学校実施日数   ：185 日 

中学校実施日数   ：172 日 

運営組織 ○学校給食センター運営協議会（概ね年 2 回開催） 

学校給食の運営に関する協議・検討及び重要事項の審議決定 

○学校給食用物資選定委員会（毎月開催） 

学校給食用物資の選定 

○給食主任者会議（毎月開催） 

献立の検討・学校の要望・食育に関する情報提供等 

施設運営等経費 

（平成 22 年度決算） 

食材料費 ： 477,649,218 円 

施設運営費： 299,537,498 円 

合計   ： 777,186,716 円 
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【給食センター運営等経費】 

・食材料費相当分（食材料費の約 98％）が給食費（小学校：4,000 円/月、中学校 4,400 円/

月）で賄われている。給食費の収納率は 99％以上（平成 22 年度の未払い額は 33 万円）で

ある。 

【給食サービスの概要】 

・２時間喫食の実施は 80％で止まっている。学校からの時間指定もあり、その時間に合わせて

調理の時間を変えているといった事情もある。 

・体格差による配食量の調整について、パンは２種類のみであるが、副食は学年によって係数を

決めている。あくまで平均値で割り当てをして、個人的な調整は教室に委ねている。 

・カロリーは文部科学省基準に合わせている。タンパク質については１日の摂取量の半分を給食

に期待されている。 

・残食は、平成 24 年６月では平均 10％であった。魚の時に多い。硬いもの、家で食べたこと

のないもの、味の薄いものの残食が多く、ファストフード系、味のしっかりしたものの残食が

少ない。 

・アレルギーへの対応については、給食センターでの対応は不可能である。現在は、情報提供と

牛乳代金の返還のみしかしていない。 

 

（２）学校給食における食育の取り組み状況 

【食育推進の考え方】 

・11,000 食を調理するがゆえの制約があるが、子どもが喜ぶようにということを基本に考えて

いる。 

・学校での食育には、先生の役割が大きく、大切となる。給食主任の先生が食育についての取り

組みや考え方をどれだけ学校に降ろして頂けるかに掛かっている。 

・箸の持ち方などの食のマナーは幼稚園、小学校１年生で身に付けられるようにしている。 

【取り組み概要】 

・食育基本法が制定され、地域、家庭、学校の役割が規定された。各学校で年間計画を策定し、

小学校６年間、中学校３年間を通した教育が考えられており、給食センターがこれを支援する

かたちとなっている。 

・給食センターでは、学校給食年間指導計画を作成し、季節感を感じられるよう、行事食、郷土

料理、地場産物の利用などメニューを工夫している。 

・給食の時間（小学校では 45 分、中学校では 35 分）を食育の時間として活用し、先生が知識

やマナーを教えている。給食が教科書となる。 

・小学校１年生で「給食の秘密」のスライドで調理現場や給食の意義を教えている。 

・小学校４年生で牛乳を必ず提供している意味（カルシウム不足を補うため）を知ってもらって

いる。牛乳にアレルギーのある子どもに対しては、牛乳の代わりにカルシウムを補給する食材

を紹介している。 

・全学校で、給食の時間に出前授業（小学校で３回/年、中学校で２回/年）をしている。この時

に子ども達の様子やニーズを把握している。この他にも、幼稚園（年長）、小中学校から要請

があれば出前授業に行っている。（自席校ではニーズが高く、頻度も高い。） 
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■学校給食年間指導計画（平成 24 年度） 
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・掲示物を提供するとともに、給食の時間の校内放送の原稿を渡し、子ども達に読んでもらって

いる。 

・「給食・食育だより」は保護者への啓発用に作成、配布している。 

・PTA の研修で試食会や指導を行っている。 

・親子料理教室を実施している学校があり、家庭に実践的に持ち帰ってもらえるので意義が大き

い。 

・地域とは地場産物で繋がっている。 

・小学校の給食では給食時間の活用、集会での話、給食委員の子どもの活用などにより食育の取

り組みが進みつつある。他方、中学校での食育の取り組みはポスターを掲示したりはしている

ものの難しい。 

 

■給食・食育だよりの例 
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（３）学校給食における地産地消の取り組み状況 

・地場産物を利用するには価格の問題があり、なかなか難しいところがあるが、できるだけ利用

するようにしている。 

・奈良県産、生駒市産の利用状況は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

・生駒市産となると、11,000 食を安定的に供給できるところがない。 

・生駒市産については、給食センター、市の職員が地元に入って交渉し、各農家で分担して生産

してもらっている。その際、市から補助金を出して価格差を埋めている。 

・生駒市産の食材については、給食に使える品目と使えない品目とがある。地元で市の補助金が

あることを回覧しており、これに手を挙げる農家もある。市価との価格差があるため、補助金

が鍵となる。 

・子ども達に野菜が生きていること、手間隙かけて作っている人がいることなどを教えるため、

市内の農家に補助金を出して、玉ねぎ、大根、黒大豆を作ってもらっている。 

・平成 23 年度の実績としては、６月に玉ねぎ（４件で 2,000 kg）、８月に大根（1,700 kg）

と黒大豆（100 kg）がある。 

・米は全て奈良県産である。 

・県産品の流通について、財団法人奈良県学校給食会の取り組みとしては開発商品の情報提供が

主なものとなっている。食材については、八百屋を通して県産品を集めてもらっている。 

 

■学校給食センターでの地産地消の取り組み事例（生駒市学校給食センターＨＰ） 

○奈良県産食材 

・給食用精米： ヒノヒカリ１等 

・野菜類  ： 小松菜、もやし、大和まな、しめじ、さやいんげん、水菜 

・その他  ： 柿の葉すし、いちご、干し柿、いちごジャム、ブルーベリージャム等 

○生駒市産食材 

・野菜類  ： 玉ねぎ、大根、黒大豆 
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３．先進事例調査の結果 

（１）香川県高松市 

１） 学校給食の現状と給食センターの役割について 

① 高松市の学校給食の現状について 

・市内の幼稚園 10 園、小学校 48 校、中学校 22 校では約 39,000 食（教職員を含む。）の完

全給食を､(島嶼部の）小学校１校ではミルク給食を実施している。 

・中学校は主に受配校となっており、配食方法として、センターからの配食と近隣小学校からの

配食の２通りがある。旧高松市では小学校で調理し、中学校へ配食する親子方式が採用されて

いた。中学校での自校式は旧１町のみ採用され、その他の旧４町はセンター方式（小学校内に

整備）を採用していた。 

・幼稚園 10 園への給食の配食は合併前に実施していた方式を引き継いでいる。旧高松市ではほ

とんど実施しておらず、一部（３園）で週３回の給食を実施していたのみであった。ただ、幼

稚園と中学校との間で同じ内容の給食で良いのかといった疑問はある。 

・現在は、自校式を採用している施設が 19 施設、親子方式が 13 施設、センター方式が６施設

となっている。 

・親子方式の調理場は工場扱いされており、現状では既存不適格となっている。高松市としては、

学校棟と同じ棟であれば問題ないが、そうでない場合は既存不適格との見解であるため、建て替

えが困難となっている。 

・米飯については、副食に力を入れるため、また、従来の方法を急に止められないといった事情

があり、半分が業者委託となっている。 

・市内で統一した献立となっており、栄養教諭がコスト、地場産物の利用、目新しさ、イベント

等に配慮しながら案を作成し、これに基づき調理員と打ち合わせを行った上で、ＰＴＡ、職員、

小児科医で構成する献立委員会で決定している。その後、県の学校給食会と連携して物資調達

を行っている。 

・メニューには、まんばのけんちゃん、ばら寿司など、郷土料理を取り入れている。 

・献立表を家庭に持ち帰らせている。 

・良質な食材の安定的な確保、地場産物の使用拡大のため、配食エリアを６ブロック（Ａ～Ｆ）

に分割し、２つの献立表を作成して２区分（Ａ～ＤとＥ･Ｆ）して、表裏の関係で配食してい

る。 

・栄養教諭と学校栄養職員は､県が施設数に合わせて配置しているため、センター化すると減ら

されることとなる。 

・財団法人高松市学校給食会は公益法人化している。 

・センターだからできないこと、センターの設備だからできることがある。ただし、統一献立で

は、例えば、地場産物が使いにくく、無理して集めると高くつき、質の悪い食材が混ざるなど、

これからはデメリットになることから、今後、統一献立は見直した方が良いかもしれない。 

・アレルギー対応は調理学校ごとに実施している。市としては、手引書を作成し配布している。 

・学校給食では、卵、小麦、大麦、エビ、カニ、イカの６品目にのみ、調理場で可能な範囲で対

応し、アナフィラキシーの児童・生徒には対応しないこととしている。安全のため、専用の食

器、保温ケース、調理器具の導入を準備中である。 
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・市内で約 230 人にアレルギー対応（除去のみ）しており、当センターでは約 30 人に対応し

ている。その他、食べ残しなどを含めると約 1,500 人に対応している。 

・米飯の回数が増えていることから、食器を平皿から茶碗に変えた。 

・学校給食会では、献立の反省（翌年度の献立に反映）、翌月の献立の審査、感染症対応、市教

育委員会等への体制に対する意見具申を行っており、また、その他給食に対する意見聴取の場

となっている。 

・２時間以内の喫食を可能とするため、運搬車両は１校に１台となっている。ただし、学校によ

ってリフトアップできないなど設備の不備により配膳時間がかかる場合、また配缶のタイムラ

グによって、２時間以内喫食ができていないケースもある。 

・配送は業者に委託しており、各校に１社が基本となっている。 

・新しい学校にはエレベータがあり、コンテナのまま上階に上げることが可能となっている。各

校には配膳員（時間パート）が配置されている。 

・パン、牛乳、デザート、果物などは学校に直送されており、学校において数を読み、衛生的に

保管している。 

 

② 朝日新町学校給食センターの概況 

【設置された背景について】 

・市街地の学校の統廃合（14 校から９校へ）に合わせて構想された施設である。 

・城内中学校のテニスコート跡に整備され、平成 20 年９月に開設した。7,000 食を調理する

ことができ、現在、小学校５校、中学校４校の計９校分 6,500～6,600 食を配食している。

ただし、換算食数（中学校では 1.2 倍換算）としては 7,000 食を超え、厳しい状況にある。 

・現状では、施設のスペースに対して調理食数が多くなりすぎており、献立の作成が難しくなっ

ており、また作業負荷が大きいため時間外勤務（早出）が発生している。 

・本センターの職員は正規職員が 25 名、非正規職員が 24 名（18 名/日）を配置している。ド

ライシステムにすると、衛生管理の徹底ができるが、他方、人の移動ができず、人の配置を増

やさなければならない。 

 

【特色ある施設等について】 

・朝日新町学校給食センターには、高松市学校給食課と財団法人高松市学校給食会が入居してい

る。学校給食会は主に副食の物資の手配を担っており、献立作成にも関わるなど、県の栄養士

を手助けしている。 

・１階の調理エリアは、衛生管理を徹底するため、明確にゾーン（汚染区域、清潔区域、準備室）

区分を行い、人の移動を抑制するとともに、材料の搬入から給食の搬出に至る１方向の動線と

している。 

・水跳ねによる汚染を防止するため、完全ドライシステムを導入している。 

・アレルギー対応のため、特別調理室を設けて小ロットの調理にも対応できるようにしている。 

・調理器具は、蒸す、揚げる、煮る、炊く、焼く、和えるなど、あらゆる調理方法に対応したも

のを設置している。 

・食器洗浄機は、100 分で 2,500 もの食器が洗浄可能であり、洗浄後は消毒保管庫で保管して

いる。この他、食缶洗浄機、コンテナ洗浄機、容器洗浄機などを配備している。 
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・２階は食育の拠点として整備されており、調理実習室、研修室を配置し、郷土料理や野菜の使

い方などのセミナーを実施している。 

 

２）学校給食における食育の取り組み 

① 市（保健体育課）としての取り組み 

・市として、主にアレルギー対応、セミナーの開催、地場産物の活用に取り組んでいる。 

 

② 市内小中学校での取り組み 

・全ての学校で食育指導計画を作成している。栄養士がリーダーとなって作成されるため、かつ

ては未配置校では作成されていなかった。市としても、学校の教育目標に沿って食育をどのよ

うに取り入れるかが課題であり、具体的には食育を取り入れる教科、給食指導の頻度、試食会

の開催、教職員への食育指導などを考えなければならない。 

・栄養教諭 30 名、学校栄養職員６名を配置しており、センターには栄養教諭を中心に配置（１

人当たり３校を担当）している。規模の小さな給食施設には未配置となっており、近くの小学

校の栄養教諭が兼任で指導している。 

・単独校方式が多いため、たくさんの栄養教諭が配置されている。しかし、単独校方式の施設が

老朽化し、児童数が急増していることから、今後センター化していかなければならないため、

県費の栄養教諭が減らないように、また、減った場合にどのように対応するかが課題となって

いる。 

・栄養教諭から管理職、管理職からその他の教職員に指導を広げていくように言われているがな

かなか進んでいない。これは食育指導の成果がすぐに見えないためと思われる。 

・選択メニューの実施は、クラス単位で行われている。 

 

３）学校給食における地産地消の取り組み 

・高松市産ではなく、香川県産ということで取り組んでいる。 

・県産品のシェアについては、平成 19 年に 20％であったものが平成 23 年には 31％となっ

ている。ただし、平成 23 年は天候不順のため平成 22 年の 34％よりも若干減少している。 

・主食の米は 100％県産米となっている。 

・地場産物を利用していることは献立表でアピールしている。 

・高松市地場産農産物活用推進検討会では、メニュー開発などにも取り組んでいる。また、冷蔵

冷凍による保管を行って玉ねぎを長期間利用できるようにすることなどにより、県産品の利用

率を重量比で 53％にまで向上させている。 

・一部の学校では、農家と連携して、毎月 19 日の「食育の日」に合わせた作付けを行ってもら

っている。 

・地場産物を利用する場合、調達コストは高くなるが、行政として補てんすることは考えていな

い。価格差を抑えるため、計画的に作付け、献立作成を行っている。また、高くはなっても、

お金が全てではなく、他のものをカバーしている。しかし、現在は野菜価格が高くなっている

ため、調整が難しくなっている。 

・「マイランチの日」の取り組みについては、最初は母と一緒に買い物に行くところから始め、
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現在のかたちに至っている。なお、弁当を持って来られない子どもに対しては、学校ごとに対

応している。 

 

（２）愛媛県今治市 

１）食と農のまちづくり条例の概要 

・昭和 55 年に「今治くらしの会」が設立された。給食センター（21,000 食を調理）が老朽化

し、建て替えの必要が出てきた段階で、農家と消費者による建設反対運動が起こり、自校式が

求められた。給食センターから自校式への転換は市長選の争点ともなり、自校式を訴えた岡島

市長が当選した。 

・昭和 60 年頃は輸入農産物の残留農薬の問題があって（後述する）都市宣言に繋がり、これに

沿って農業振興を進めることとなった。学校給食への関心の高い市長となったことから、市長

のリーダーシップにより進められてきた。 

・昭和 63 年に「食糧の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」が議決されたが、平成 17

年の市町村合併（新設）により失効した。市民からの要望により、平成 17 年に改めて「食料

の安全性と安定供給体制を確立する都市宣言」が議決された。 

・平成 17 年に都市宣言が議決された背景としては、残留農薬に加えて遺伝子組み換え作物、抗

生物質などによる食料の安全性への不安の問題があったことなどを要因としている。 

・平成 18 年に都市宣言を担保する「今治市食と農のまちづくり条例」が制定された。これは、

地産地消の推進、食育の推進、有機農業の推進を柱としたものであり、市民、事業者と一体と

なってまちづくりのように進めていくことを規定したものである。 

・総合的、計画的に推進していくために関連計画を策定している。 

・担い手としては、国の担い手要件に合わない小規模な生産者も対象としている。 

・市民の買い支え、食べ支えを求めている。 

・地域ブランドイメージの確立として、ロットの大きさを狙うのではなく、安全・安心をブラン

ドイメージとすることを考えており、このことがまさに人と農のまちづくりであると考えてい

る。 

・地産地消推進運動は、給食から一般家庭に拡大していくため、協力店の認証（幟、ステッカー

の配布）、リスクコミュニケーション（検査キットによる無償検査）、トレーサビリティ、食の

メール（サポーター登録と情報配信）などを実施している。しかし、なかなか進まないのが現

状である。 

・地産地消を進めるためには、食育を同時に進めなければいけない。イベント的、一過性のもの

ではなく、身に着けさせるための授業、知識と技の習得が必要となる。このことから、モデル

授業を実施し、副読本、指導書を作成した。 

・生涯食育と義務（学校）教育を総合的に展開するため、魚の離乳食、保育所でのバケツ稲、キ

ッズキッチン、「弁当の日（小中学校）」などを実施している。 

・有機農業については、有機市民農園の推進（機材購入を支援）、学校農園などを実施している。

学校農園では４校が有機ＪＡＳ認証を取得した。ただし、現在も継続しているのは１校のみと

なっており、その実施については校長の姿勢に影響される。 

・有機農業の推進に向けて、国の推進事業を活用し、講座開催、マニュアル作成、実証農園の設
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置、講習会開催などを実施している。 

・条例では、遺伝子組み換え作物に対する栽培規制（許可制）があり、罰則も設けられている。 

 

２）学校給食の現状 

・平成 24 年現在 14,086 名を対象とした給食を実施している。（年間 180 回） 

・センター方式が１施設、共同方式が 13 施設、単独方式が９施設となっており、全てが市の直

営となっている。回収のみ運送会社に委託している。 

・給食運営委員会は独立採算性となっており、給食費は全て食材費に活用されている。その他は

市が全て負担している。 

・保存食の代金に対しては、１回当たり２食分の補助を行っている。 

・旬の食材を取り入れ、手作りによるメニューの多様化を図っている。 

・食器はステンレス製の３種類である。ステンレス製食器は、昭和 58 年頃から旧今治市で使用

し始めた。それまではアルマイトの食器を使用していた。なお、旧町村は違っている。 

・平成８年の O-157 事件以来、ウェット調理場をドライ運用するよう通達があり、コストをで

きるだけかけずにできる工夫をしている。そのため、片づけの手間がかかるようになっている。 

・使い捨て手袋の導入、中心温度の確認、真空冷却器の全施設への導入、分解洗浄の徹底、温度

の記録管理などにより衛生管理を実施している。 

・食材は物資選定の専門部会（給食センター）で調達している。業者の好意により他施設でも同

じ価格で納入できている。（ただし、一部で運搬費を上乗せしている。） 

・現在は、ＪＡを介して地元産食材を調達している。直接調達すると取れなかった際に補完でき

ないというリスクがある。 

・アレルギー対応は、除去のみ各施設で対応している。調理場所がないためそれ以上の対応はで

きない。 

・子どもは、自分が良く知らない、わからないものは食べない。ヌタは食べられなかった。 

・調理数は当初調理員１人当たり 150 食であったが、現在は 80～100 食となっている。これ

は、食数が減っている中で調理員を減員してこなかったためである。 

・調理員１人当たりの食数が減ったこと、センターゆえの制約（設備がない）がなくなり、従前

配送時間として必要であった時間が調理時間に使えるようになったことから、給食の品目を増

やすことができるようになった。 

・人件費、光熱費が市負担となっており、その額は平成 23 年には 311 円/食･回（県職員人件

費を除く）となっている。 

 

３）学校給食における食育の取り組み 

① 食農教育の取り組みと効果について 

・地場産物の活用は農政部局との連携が必要であり、学校給食課と農林振興課で連携して進めら

れている。 

・地場産物の供給率については前年度の収穫状況により変わってくる。 

・米飯となる曜日が決まっており、100％市産米となっている。なお、米の品種を「愛のゆめ」

から「きぬむすめ」に変更した。 
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・市産減農薬米に対しては、４月から 10 月は 46 円/kg、11 月から３月は 48 円/kg の補助

を行っている。 

・市長マニフェストで減農薬米補助は 1/2 補助から全額補助になった。 

・農業者、パン業者、農林振興課が協力して、市産の小麦によるパンの製造、供給を行っている。

なお、小麦の品種を「ニシノカオリ」から「ミナミノカオリ」に変更した。グルテンを混入し

ないといけないが、その費用については市が負担している。 

・豆腐は、１ロットが 90～120 丁となるため、小規模調理場では使いにくい。そのため、月に

１回、全市的に豆腐の日を決めて活用するようにしている。価格差は市が負担している。 

・これまで野菜の調達価格は業者の言い値になっていたが、市内に「さいさいきて屋」（直売店）

ができたことから、給食費を上げないために競争入札を実施したところ、価格が 10円下がり、

質が上がることとなったが、市外、県外の安いものが増えることになった。このことから、「今

治ブランド週間」を決めて今治産の食材を利用した給食を実施している。この間は、校内放送

で食材の案内をしている。 

・今は、直売店からの食材の割合が高くなっている。給食に使われないものは他の加工品に回し

ている。 

・今治市は天然鯛の漁獲量が全国１位であることから、「水産の日」に漁業協同組合から天然鯛

の利用要請があった。しかし、値段が高いことから、平成 22 年は漁協が１回分の費用を補て

んしてくれた。平成 23 年は農林振興課が２回分（６月とブランド週間）の費用を補てんした。 

・各施設がばらばらに発注しているため、数量がある程度そろえば地元産の食材が使える。 

・平成 20 年には、今治小学校（100 食、単独方式）でバイキング給食を実施した。 

 

② 食教育の取り組みと効果 

・学校給食システムを活用し、「生きた教材」となる献立（基本方針）を作成している。 

・献立年間計画を作成し、毎月テーマを決めて、行事、行事食、旬の食材に配慮して献立、指導

資料を作成している。 

・栄養教諭による授業として、家庭科の授業、給食時間の訪問指導などを実施している。 

・給食委員会は学校単位で活動しており、残食検査も行っている。 

・給食時間には、給食委員会から当日の食材の情報や前日の残食検査の結果が放送される。 

 

４）学校給食における地産地消の取り組み 

① 地元産有機農産物の活用について 

・有機農産物は３調理施設、1,540 食で活用している。市内の立花農協管内の生産者グループ

「立花地区有機農業研究会」が 20 品目を提供している。グループのメンバーは 11 名（現在

８名）である。 

 

② 将来を見据えた消費者行動（地元産食材の購入）の推進について 

・年間 4.6 億円の食材費のうち、野菜の占める割合は 1/6 程度であり、地元産野菜の供給量に

対する給食の占める割合は小さい。したがって、地元産食材のファンづくりが目的となってい

る。
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■今治市における学校給食における地産地消の広報事例 
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４．奈良県等の取り組み状況 

（１）奈良県の取り組み 

１）奈良県食育推進会議の取り組み（奈良県健康づくり推進課） 

① 奈良県食育推進計画の概要 

・本計画は、食育基本法（平成 17 年施行）第 17 条第１項の規定に基づく都道府県食育推進計

画として位置づけられている。 

・平成 19 年３月に第１期計画を、平成 24 年３月に第２期計画（計画期間は平成 28 年までの

５か年）を策定し、奈良県食育推進会議を中心として計画に基づく施策の総合的かつ計画的な

推進を図っている。 

・計画の基本理念としては、「『食』を通して健全な心身を培い、豊かな人間性を育む」こと、基

本目標としては、「食育により健康な心身をつくり、健康長寿をめざす」こととしている。 

・推進施策の基本的な考え方として、①「家庭の場を重視した食育の取り組みの推進（家族団ら

んの食事）」、②「将来の健康長寿に向けた、子どもへの食の働きかけの徹底」、③「誰もが楽

しく容易に実践できる、ライフステージに応じた健康食生活の提案」を掲げている。 

なお、現状としては、20～30 代男性の朝食がなおざり傾向にあること、家族団らんの食事が

20～40 代男性で少ないこと、調理できる男性が半数以下であること、食育啓発環境が不十分

であることといった問題があり、これらを解決するために食育の日（毎月 19 日）をノー残業

デーとして家族団らんの日にしている。 

・第２期計画の策定に先立ち、平成 23 年に２万人を対象としたアンケート調査を実施した。そ

の結果、第１期計画の進捗状況を踏まえて、① ライフステージに応じた食育、② 家族と一緒

に食事ができるための取り組み、③ 自分で調理する能力の向上、④ 時間をかけてよく噛んで

食べるなど歯の健康の維持、⑤ 食育を進めるための環境づくり、⑥ 食育を広めるための体制

づくり、の６つの課題が浮かび上がった。 

・６つの課題のうち、①「ライフステージに応じた食育」については、20～30 代男性におい

て、朝食の欠食、一人食事など食生活に関する課題があり、多くが自分の食生活に問題を感じ、

「食事バランス」を課題として捉えている。担当としては、子どもから大人までのライフステ

ージに応じた体系的な食育の取り組みが必要であると考えている。 

・６つの課題のうち、②「家族と一緒に食事ができるための取り組み」については、毎日一人で

夕食をとるのが３割弱、とりわけ 20～30 歳代の男性では４割強となっている。家族と共に

とる食事は楽しさとともに、バランスの良い食事の摂取や基本的な生活習慣の確立、食事マナ

ーの習得など様々な効果が期待できる。 

・６つの課題のうち、③「自分で調理する能力の向上」については、料理をほとんど作らない男

性が半数以上であり、自ら調理ができるよう、中学生や高校生の時期に調理技術を習得する必

要がある。また、調理能力を高めることは、健康の自己管理能力を高め、肥満や生活習慣病の

予防へとつながる。地産地消の推進や食文化の伝承なども期待できる。男女共同参画、ワーク

ライフバランスの点からも調理技術の習得は求められており、年代、性別にかかわらず、調理

能力を高める取り組みが求められる。 
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・６つの課題のうち、④「時間をかけてよく噛んで食べるなど歯の健康の維持」については、食

べることは「噛むこと」から始まり、青壮年期では「良く噛んで味わって食べる」人が少ない

ことから、歯の健康についてライフステージに応じた取り組みが求められる。 

・６つの課題のうち、⑤「食育を進めるための環境づくり」については、食に関する必要な情報

が「得られている」と感じている人が少ないことから、適切な情報が入手できる環境の整備が

必要である。 

また、情報が氾濫する中、情報を選別できる能力の習得が求められているものの、県産品が購

入できる場所、健康的な食事メニュー（塩分控えめのメニューなど）を提供する飲食店など、

県民が健康的な食生活を送ることができる環境の整備が十分とは言えない状況にある。現時点

においては、健康的なメニュー（塩分控えめのメニューなど）を提供している店舗に対しては、

県として認定し、認定ステッカーを配布する取り組みを行っている。 

さらに、現状では、食育の担い手や担い手どおしでのネットワークづくりなど食育推進の体制

が十分ではないため、その整備が求められる。 

・６つの課題のうち、⑥「食育を広めるための体制づくり」については、市町村での食育推進計

画の策定が進んでいないことから、計画の策定を通して、市町村としてより積極的な食育の取

り組みの実施が求められる。 

・第１期計画では国の計画に準じた内容としていたが、栄養バランスに気を付けている人は増え

ているものの行動に反映されていないといった状況も踏まえ、第２期計画では健康づくりに焦

点を合わせて目標を設定した。 

・第２期計画においては、「ライフステージに応じて進める食育」「生涯を通じて進める食育」「食

育を進める環境づくり」の３つの視点から取り組み内容を定めており、とりわけ「ライフステ

ージに応じた食育」を重視している。計画においては、乳幼児期（～６歳）、少年期（７～18

歳）、青年期（19～39 歳）、壮年期（40～64 歳）、高齢期（65 歳～）と、生涯にわたって

の切れ目のない食育を目指し、ライフステージごとにそれぞれ目標を定めている。 

・このうち、少年期の取り組みについては、学校、とりわけ給食での食育推進が中心となるため、 

栄養教諭、学校栄養職員、家庭科の専科教員だけでなく一般の教員も対象とした研修の実施や、

弁当の日を実施（マニュアルづくりを含む｡）や、大学生（県内４大学の学生によって構成さ

れる「ヘルスチーム菜良」）による高校生への指導やガイドブック、ポスター（高校生向け）

の作成、を始めとする取り組みを進めている。 

また、「生涯を通じて進める食育」については、健康的で豊かな食生活をめざし、年代や性別

にかかわらず、実践する「家族との食事を楽しむ食育」「調理力を高める食育」「歯の健康を維

持・向上する食育」の３つを推進することが求められる。 

さらに、「食育を進める環境づくり」については、健康的な食生活を過ごすことのできる環境

をめざし、食に関する情報（コンテンツ）発信の開発と提供、食育の担い手の育成、市町村で

の食育推進の基盤を整備することが求められる。 

・計画に係る数値目標指標の設定に当たっては、実践を促していくことを狙って、食事の内容に

踏み込んだ指標、県民に分かりやすい指標とした。 

・今後、県としては、市町村が策定した計画にしたがって支援していく予定であり、体制づくり、

環境づくりに力を入れていく。 
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２）学校給食（奈良県保健体育課の取り組み） 

① 奈良県内における学校給食の取り組み 

・牛乳がつくことが学校給食の条件となっている。 

・学校給食で児童・生徒の１年間の食事の 1/6 が賄われることとなっており、保護者からの学

校給食に対する期待は大きい。しかしながら、あくまでも家庭における食が大切であることに

は変わりない。 

・学校給食法では、給食は特別活動として位置づけられており、食に関する教材として正しい食

事の在り方を学習する機会となっている。 

・学校給食法第２条には、給食の目標が規定されており、郷土食、地場産物を活用すること、食

材の産地を知ることにより、地域愛や誇りを養うことにつなげている。 

・同法第８条には、実施基準が規定されており、必要な栄養価、栄養教諭・職員の配置基準等が

示されている。 

・同法第９条には、衛生管理に関して規定されているが、この規定によれば、生駒市立学校給食

センターの衛生管理については、現在のところ何ら問題はない。 

・栄養教諭・職員については、給食を通じて食の学習指導を行うこととなっており、全体計画を

作成し、この計画に基づく指導が行われている。この際の責任者は学校長であり、教員・職員

が協力して取り組むこととなっている。 

・学習指導要領に一般教員における取り組みが明記されたことから、知識を持って指導しなけれ

ばならなくなっている。栄養教諭・職員が担任教員と協力して取り組んでおり、特に生活科、

給食等を活用した体験学習を促している。 

・学校の給食担当職員に対しては、年間２回の研修が実施されている。１回の研修において、１

校当たり１名程度、200～500 名が参加している。 

・限られた人数の栄養教諭だけでなく、一般の教員にも子どもたちへの食育推進に取り組んでも

らうために、研修会を実施し、各教育委員会に先生方の参加を要請している。また、食事マナ

ーについても、新採研修の際の一度だけであるが新人教諭には指導している。 

・アレルギー対応については研修をしたところであり、学校、家庭が連携して取り組むことが大

切である。 

・アレルギー管理については、学校で受け入れるならば環境、体制を整えなければならない。研

修、啓発は実施している。 

・食べない方が良い食品など、研修、パンフレット、イベントや学校教育の中で啓発している。 

・栄養教諭は、学校に対しては児童・生徒 500 人以上に１名、以下なら４校で１名配置される。

給食施設に対しては、2,000 食以下に１名、以上なら２名、大規模施設には３名配置される。

現在、県下では 115 名が配置されている。 

・生駒市では、１つの給食センターで 20 校分を調理しているため、３名の栄養教諭・職員が配

置されている。この３名で計画的な授業が実施されており、活動自体の評価は高い。 

・担当部局としても、栄養教諭を増やしたいとの気持ちはあるが、なかなか実現しない。生駒市

では給食センターの更新により、現在の計画によれば４名の配置となる予定である。 

・「弁当の日」を実施するためには、学校長の理解が必要である。中学校では時間不足が理由で

進んでいない。 
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・「弁当の日」は上牧中学校、広陵中学校、田原本町立南小学校で実施している。この他、家庭

科授業の中で弁当づくりをしている小学校は少なからずある。 

・食育に対する熱を冷まさないように、小さい頃から習慣化させていくことが大切となる。 

・地場産物の使用は年々増えてきている。ただし、平成 22 年から平成 23 年にかけては減少し

た。使用を進めるに当たっては、献立を考える先生への啓発が必要となってくる。 

 

② 地元において更に食育を推進させるための課題 

・食育推進計画を策定した市町村の割合は 13 市町村（平成 24 年３月現在）で、県内全自治体

のうちの 33.3%でしかない。（県健康づくり推進課調べ） 

・県の目標としては平成 28 年までに 100％を達成することとしているため、目標の実現に向

けて、食育推進会議の委員による市町村関係者等を対象とした食育推進講演会を実施し、地域

における食育推進の重要性を伝えるとともに、推進に当たって多方面にわたった研修を行って

いる。 

・生駒市は、平成 19 年に食育推進計画を県内トップで策定した。本計画は、平成 20 年より５

年間における計画としている。 

 

（２）奈良県学校給食会の取り組み 

１）県産食材の利用促進にむけた取り組み 

・財団法人奈良県学校給食会（以下「学校給食会」という｡）は、昭和 28 年に設立され、県か

ら給食物資の調達事務を引き継いだ。 

・学校給食会では主食（米、小麦）と地場産品の計 33 品目のみを扱っており、給食費に占める

割合は 10％程度である。なお、県内での量の確保が難しく、県内で 100％供給可能な食材は、

米、柿（ただし 11 月のみ）だけである。奈良県は農業県ではないことから、地産地消のこれ

以上の拡大は難しい。 

・また、調達に際しては、学校給食会設立の経緯から、国の指定機関を通さないと補助金が下り

ない制度となっている。 

・昭和 51 年に米飯給食が国の施策としてスタートした。 

・米については、奈良県は輸入県であるが、一定価格で１年分を確保し、低温保存している。全

てを米飯給食にしたとしても、県内産の米を確保することは可能である。ただし、県内の米の

流通量への影響はあり得る。 

・週に５回の給食のうち米飯給食の平均回数は、県全体で 3.2 回となっている。ただし、県南部

ではパン屋がないため、週５回とも米飯給食となっている自治体もある。 

・平成 24 年４月から無洗米の活用を始め、希望する市町村に提供している。 

・大豆については、全農（全国農業共同組合連合会）が全て買い上げている。制度としてあるも

のは、制度に合わせて調達している。 

・小麦は、カナダ産、アメリカ産のものが神戸港から陸揚げされており、この時点で農水省が農

薬検査を行っているが、更に学校給食会において残留農薬検査（233 項目）を行い、ダブル

チェックを行っている。 
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・食育推進計画では地場産品の使用率の国の目標は 30％だが、県においては平成 23 年現在

22.7％となっている。（同年の全国平均は 25％） 

・平成 15 年（近畿地方では最初）の西吉野の柿の使用（「地場産物活用事業」の取り組みの一

環）を皮切りに、現在 33 品目の地場産物を活用しており、市町村からの申請に基づき提供さ

れている。 

・県内で生産が盛んな市町村、地域と契約栽培を行っており、品目として、玉ねぎ、柿、ブルー

ベリー、大和まながある。 

・施策の推進に当たっては、学校給食で使用するから生産してもらうということもあり得る。例

えば、「大和まなの漬物」については、生産者の側でハウス２棟分を生産してもらっている。 

・地場産物を使った献立の開発が行われている。 

・平成 20 年と 21 年に、文部科学省から『学校給食における新たな地場産物の活用方策等に関

する調査研究』の委託事業によって、「奈良のソテーオニオン」、「吉野葛入りうどん」、米粉を

使った献立を開発した。 

・「大和まなの漬物」や「奈良の大根キムチ」、「奈良のソテーオニオン」など、県内の食材を生

かした商品開発がなされ、学校給食で県内の食材に親しむことができるよう工夫している。 

・商品開発は予算を伴うため、年間２～３品目のみとなっている。開発に際しては、流通の実現

性についても検証・確認している。 

・新規開発商品を使用しての調理実習や、地場産物を使用した学校給食試食会なども開催されて

いる。 

・酒粕を使った粕汁、黒豆を使ったコロッケがある。 

・食材の加工工場は奈良県内にはない。大阪府や京都府には大規模な工場があるが、ロットが大

きすぎてニーズに合わない。 

・地元食材を調査し、調達可能性（価格・量）を踏まえて、使用日、数量を明確にした上で生産

者と協議している。 

・県内の耕作面積は、高齢化による後継者不足のため、農地全体の 50％しかない。 

・地場産品については、県内全体へ提供するには 11 万食が必要となるため、給食エリアを限定

することも検討しなければならない。商品開発は予算を伴うため、年間２～３品目のみとなっ

ている。開発に際しては、流通の実現性についても検証・確認している。 

・現在のところ、県内産品の使用に対する県費補助はない。 

・県の教育委員会、農林部を交えた検討委員会を設置して、調査研究を実施し、食材情報を整理

した上で市町村に説明している。また、献立を開発し、市町村に対して、情報提供、調理講習

会、試食会などを通して案内することによって県内産品の普及につなげている。 

・平成 20 年には、「奈良県地場産物活用指導プログラム・地場産物加工食品の活用マニュアル」

を発行し、市町村の教育委員会、学校給食実施学校、栄養教諭、学校栄養職員等に配布してい

る。また、平成 22 年には、「奈良県地場産物活用指導プログラム・地場産物加工食品の献立

集」を発行し、市町村の教育委員会、学校給食実施学校、栄養教諭、学校栄養職員等に配布し

ている。 

・１月 24 日から１月 30 日は学校給食週間となっており、文部科学省の職員食堂ではレプリカ、

献立を紹介している。 
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２）地元において更に地産地消を推進させるための課題 

・地場産物の安定供給が必要である。主食の米は 100％県内産使用であるものの、副食につい

ては更なる献立の開発が必要である。 

・地場産物の活用を進めるため、県内で生産される食材を学校給食で安定的に使用できるよう、

地場産物安定供給検討委員会（行政担当者、学校関係者、生産者団体、流通関係者、学識経験

者等により構成）によって、供給体制の整備や加工食品の開発・献立集作成等の調査研究が行

われている。 

・学校給食会の資料によると、「地場産物の学校給食への活用は、その品目は限られたものとな

っており、生産者と学校等の相互理解も不足している。農産物の種類や生産量が少ない本県に

おいて地場産物の活用を広げるためには、生産者や消費者の意見を広く求め、原料の生産や流

通体制の整備が必要である。」とのことである。 
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５．生駒市における学校給食の課題 

生駒市立学校給食センターにおける給食サービス、学校給食を中心とした食育の取り組み状況、

及び先進地における学校給食の取り組み状況を踏まえ、生駒市における学校給食の課題を、食育

と地産地消の観点から整理すると以下の通りである。 

 

① 給食センターの更新に合わせた給食サービスの充実 

・現在の給食センターは老朽化していることから、生駒市では北地区に１か所、南地区に 1 か所

の 2 施設を新築し、現在のセンターを廃止することを計画している。このことにより、北地区

施設では小学生用の 7,000～8,000 食、南地区施設では中学生用の 3,000～4,000 食を調

理、配食することとなる。 

・給食センターの更新を機に、施設・設備の新設に合わせた衛生管理の徹底、調理のバリエーシ

ョンの拡大、小中分離の調理体制の下での発達段階に合わせた献立の充実、アレルギー対応の

拡充など、更新基本計画に基づき給食サービスを充実することが必要である。 

・また、新たな給食センターを生涯食育の拠点としての位置づけを持つ施設とすることが求めら

れる。 

 

② 学校給食を中心とした食育の推進 

・学校における食育については、奈良県食育推進計画（平成 23 年度改訂）、生駒市食育推進計

画（平成 25 年度改訂）ともに、重要な位置づけがされ、その推進が方向づけられており、一

層の推進が求められている。 

・現在は奈良県から給食センターに配置されている栄養教諭（2 名）、学校栄養職員（1 名）を

中心として取り組みが進められているものの、きめ細やかな取り組みを行い、小中学校の児

童・生徒、さらには保護者・地域に食育を浸透・拡大させていくためには、人員が不足してい

る状況にある。 

・国の栄養教諭の配置基準に従えば、今後の給食センターの更新に伴い、栄養教諭（1 名）の増

員が見込まれるものの、この基準に基づく体制では行き届いた指導が難しいと考えられる。奈

良県においても栄養教諭の増員の必要性は認識されているが、財政的な制約がある中で短期的

には増員することが困難であることから、生駒市独自の加配についても検討していくことが必

要である。 

・また、栄養教諭、学校栄養職員だけ、学校給食の時間だけで食育が進められるわけではなく、

学校の一般教員と連携した学校ぐるみでの取り組みが必要である。しかしながら、現状では、

栄養教諭在籍校であるか否か、学校の先生の意識の差などを要因として、学校間で取り組みに

大きな格差が生じている。また、市内の全小中学校で食育指導計画（全体計画）は策定されて

いるものの、他教科にわたる総合的な食育の推進にまでは至っていない。 

・今後、市内小中学校に食育の取り組みを浸透、拡充させていくためには、栄養教諭や学校栄養

職員が中心となって、校長以下の教職員に食育意識の徹底を図るとともに、学校ぐるみの食育

推進体制を確立することが必要となる。その上で、学校ごとに食育指導計画に基づくカリキュ

ラムの作成、プログラムの開発・充実といった取り組みが必要となる。 
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・その際、モデル授業や副読本、指導書の作成など、市がリードして学校ごとの取り組みを先導

していくことも必要となる。 

 

③ 学校給食における地産地消の推進 

・学校給食における地産地消は、安全な食材供給、食育の観点から推進すべき施策である。ただ

し、学校給食においては価格制約があるため廉価で提供できることが条件づけられるとともに、

生駒市の学校給食においてはセンター方式を採用していることから、大ロットの食材を安定的

に供給できる体制が必要となる。 

・生駒市では販売農家が極めて少なく、大ロットの食材を安定的に供給できる環境にはない。現

状において生駒市内で賄えるのは一部食材（玉ねぎ･大根･黒大豆）で給食４～５回相当に限ら

れている。また、奈良県内まで拡大しても米や一部の食材しか確保できておらず、大量の食材

を確実に調達するには現体制では、他府県産も利用せざるを得ない状況にある。 

・このような状況下で、学校給食における地産地消を推進するためには、まず、学校給食の担当

課と農業振興の担当課が連携して、市内の農家に協力を求めつつ、協力体制を拡充し、少しで

も市内産の利用率を高めていくことが必要である。 

・この際、給食センターの更新に伴い、調理施設が分節化されることから、現在よりも供給ロッ

トを小さくすることができ、地産地消の拡大の可能性は高まるものと考えられる。 

・また、遊休農地が市内に約 100ha 存在することから、この遊休農地を有効に活用して学校給

食の食材供給を可能とする方法についても検討する必要がある。 

・流通の面からは、安定的な食材供給を担保するため、地元の協力農家が供給不可となった場合

のリスクを回避する食材調達の体制が必要となるが、現在、生駒市ではセンターが適宜、個別

業者と取り引きし食材を確保していることから、柔軟な対応は可能と考えられる。 

・また、食材の安定供給という観点からは、県産品を活用した加工品を利用することが地産地消

推進の一つの解となることから、学校給食会の地場産物を活用した商品開発等の更なる推進が

求められるところとなる。この場合、廉価で確保できることが必要条件となる。 

・100％海外に依存している小麦を利用したパン食を極力減らし、米飯や米粉パンの給食を増や

すなど、価格の問題はあるものの県産品を活用できる献立へ切り替えていくことも検討する必

要がある。 
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６．施策提案 

生駒市における学校給食の課題を踏まえ、学校における食育推進、地産地消の推進に向けた施策

を以下に提案する。 

 

（１）学校における食育を推進するための施策提案 

① 学校における食育推進の体制整備 

学校における食育推進のためには、栄養教諭や学校栄養職員の役割は大きく、現状の（給食セ

ンター施設の更新後１名の増員があったとしても）体制では不十分と言わざるを得ない。奈良県

からの増員配置が見込みにくい中で、市独自で加配を行う。具体的には、センター増設後 4 名体

制で１人当たり 5 校の受け持ちとなるところを、6 名体制とし１人当たり３～４校（小学校２校

及び校区の重なる中学校１～２校）とする。 

また、学校現場への配置とともに、教育委員会（教育総務部）内に１名の栄養教諭の配置を行

うことにより、教育委員会として学校における食育推進に向けた指導、監督が行える体制を整え

る。 

 

② 各学校への食育の浸透と拡大 

現在、市内各小中学校においては、食育指導（全体）計画は策定されているものの、これを給

食を含めた食育に関係する各教科にわたる取り組みへと展開するためのカリキュラムやその実践

のためのプログラムへの落とし込みができていない状況にある。 

そこで、各学校において食育指導計画に基づくカリキュラムの作成、カリキュラムに沿ったプ

ログラムの開発を進めることが必要となる。 

このことを実践するため、まず、栄養教諭とモデル校とが協力して、学校ぐるみの食育推進体

制を構築するとともに、モデルとなるカリキュラム、プログラムを作成し、試行的に実施し、そ

の成果をマニュアルとして取りまとめる。 

次に、このマニュアルを活用しつつ、市内各小中学校を対象とした研修等を実施し、全市的な

食育推進体制と道具立てを整えていく。 

 

③ 保護者・地域への発信・浸透 

食育の推進のためには、児童・生徒のみならず、家庭の食育に対する意識啓発や実践機会の提

供などが重要となる。しかし、現在、保護者に向けた情報発信は、給食センターが発行する「給

食・食育だより」が主となっており、例えば、市内各小中学校においては食育の取り組みについ

て、ＨＰ等で公表することなどは行われていない。 

学校での食育の取り組みを保護者や地域へと拡大させていくためには、まず学校の取り組みを

充実させるとともに、その取り組み状況を保護者、地域へ発信していくことが必要となる。 

そこで、各学校において、食育の取り組み状況に合わせてＨＰに食育のサイトを整備し、トッ

プページにバナーを設けるなど、情報発信ツールを充実させる。 

併せて、「弁当の日」、親子料理教室など、保護者や地域の人々が参加できる授業、イベントを

実施していく。 
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■食育の全体計画フレーム例 

（出典：「学校でつくる食育のカリキュラム」，北俊夫編，2007 年，明治図書） 
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■カリキュラムのフレーム例 

（出典：「学校でつくる食育のカリキュラム」，北俊夫編，2007 年，明治図書） 
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（２）地産地消を推進するための施策提案 

① 遊休農地を活用した地産地消推進 

販売農家が極めて少ない生駒市において、地産地消を推進するためには、学校給食への食材供

給について農業者に協力を求めるだけでは限界がある。 

そこで、市内に約 100ha ある遊休農地を活用しつつ、市民ボランティアを活用した学校給食

への食材供給体制を構築することを提案する。 

 

【農業法人の設立】 

現在、生駒市においては市民を活用しての遊休農地の解消の取り組みとして、遊休農地活用事

業が実施されているが、これは自家消費を前提とした 300 ㎡未満の耕作を対象としたものであ

る。しかし、学校給食に対し大ロットの食材を供給するためには、この事業のスキームを活用し

つつ、耕作面積の規模を拡大し、作物の販売ができる事業へと組み直すことが必要となる。 

そのため、生駒市農政担当課が指導・支援して、市民ボランティアや協力農家（耕作地を提供

するとともに、農業のノウハウを提供する農家）を募り、学校給食への食材提供を目的とした農

業法人を設立する。 

農業法人が農家から耕作地を借り受ける場合、農家にとって維持管理をボランティアに委ねる

という立場からは耕作地の使用料を無償とすることも可能と考える。 

 

【農業法人による給食センターへの食材供給体制の構築】 

農業法人の目的は、あくまで生駒市の学校給食への食材提供であり、給食センターとの契約に

基づき、生産した農作物の販売は全て給食センターとの間で行われることとなる。 

給食センターにとっては、現在食材を調達している業者の選択肢の一つとして加えられること

となる。 

ここで、ボランティアによる食材供給であることから、調達価格については、給食センターの

希望価格に留めることが可能となる。そのため、現在農業者に対して行っている価格補てんを実

施しないことも可能と考える。 

 

【法人設立に向けた人材育成】 

法人の設立に向けて、市民ボランティアの意識（食育への理解と学校給食の地産地消推進に向

けた協力の意思）づくりや技術的な研修を行うことが重要となる。そこで、現在生涯学習の一環

として実施されている「いこま寿大学」に食育・園芸コースを開設する、「花のまちづくりセン

ター・ふろーらむ」を活用した研修事業を実施するなど、人材育成と法人への人材輩出を行える

体制を整える。 

 

【農業体験の場の提供】 

農業法人の主たる事業は、給食センターへの食材生産・供給であるが、農地の拡大、人材の確

保とともに、各学校に対して農業体験の場を提供できる体制を整える。 

学校と法人とが連携して、農作業、取り入れ等を体験できる授業の実施、保護者を交えたイベ

ントの実施など、多様な農教育の場を創出、提供する。
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■ 遊休農地を活用した地産地消推進のための事業スキーム 

 

市民ボランティア 市内の協力農業者 

生駒市農政担当課 

農業法人 

遊休農地 

学校給食センター 

○市民ボランティアと農業者とのマッチング 

○農業法人化への助言・支援 

○遊休農地の提供 

○農業指導 

（農業法人への参画もあり得る） 

○賛意するボランティアの農

業法人への参画 

○遊休農地を活用した給食

食材の生産 

○給食食材の供給 ○販売契約 

小中学校 

○給食サービス 

○農業体験の実施 


